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ＣＴＢＴ検証制度における執行理事会の役割 

（留意事項） 

 

一般事項：検証制度における執行理事会 

（１）執行理事会は、条約の遵守状況を検証する検証制度の根幹をなす現地査

察（ＯＳＩ）の発動、ＯＳＩの継続・終了及び査察作業を通して確認し、

検証した査察結果について検討する義務を負う（流れ図の◇部分が、執

行理事会によるＯＳＩに係る判断の分岐点となる決定事項である）。 

（２）条約第２条２９に基づき、日本は優先的に執行理事会の理事国となる。

ウィーン代表部大使が理事国としての代表（第２条３０）。なお、国内に

国内当局を設置し（第３条４）、条約発効までの間、軍備管理軍縮課が暫

定国内当局としてＣＴＢＴＯ及び他の締約国との連絡窓口となる。 

（３）執行理事会においては１理事国１票の投票権を持つ（第２条３５）こと

から、関係国との連携が重要である（検証制度の有効性及び信頼性は、

流れ図の◇部分に示した執行理事会における決定に依存する。執行理事

会の過半数が原子力分野の開発途上国であるところ、自国の責任におい

て査察結果等から条約の遵守状況を判断できる理事国を増やす必要があ

り、また、観測結果及び査察結果から核爆発実験が行われたか否かの結

論を導くガイドラインを早急に策定する必要がある。検証制度における

自然科学的な観点からの整備だけでなく、得られた事実（例えばＯＳＩ

において）を根拠とした審議及び判断を行うことが、有効な機能を備え

た検証制度となる）。 

（４）執行理事会における検討及び決定の根拠は、（イ）国際データセンター（Ｉ

ＤＣ）から提供されるデータ（国際監視制度（ＩＭＳ）の観測データ及

び条約議定書の附属書二にいう収集したＩＭＳ観測データの解析・評価

結果（「標準的な資料」）等）、（ロ）これに基づく各理事国の解析結果、

及び（ハ）ＯＳＩにおける査察結果であり、また執行理事会は迅速な判

断を要する。 

（５）執行理事会において核爆発に対する疑惑を解消する判断（ＯＳＩを承認

しない等）を行った場合は、以後に確定的な事実が発見されたとしても、

それ以上の措置はとられないことに注意。 

（６）ＯＳＩの実施は、５１理事国のうち３０以上（絶対数）の賛成で承認さ

れる。他方、ＯＳＩ継続、掘削実施、ＯＳＩ延長及びＯＳＩ終了に関す

る決定については、「すべての理事国の」と規定されているものの、理事

国に欠席があった場合等を踏まえると「出席理事国の（定足数を満たし

た場合）」と解釈することが妥当と考えられる（執行理事会における定足

数は現状規定がないが、ＣＴＢＴＯ準備委員会手続規則を参考に、過半

数が定足数になると考えられる）。 
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参照１．ＯＳＩ要請検討 

 締約国は、ＯＳＩの要請を執行理事会及び技術事務局長（ＤＧ）に対し同時

に行う。ＤＧは当該要請が条約上の要件を満たすかどうかを確認する（第４条

３８、４０、条約議定書第二部４１）とともに、要件を満たしていれば、技術

事務局は査察作業準備を遅滞なく開始する（第４条４０、同４１）。執行理事会

は、以下のとおり当該要請について検討を行う。 

（１）締約国からの要請の妥当性及び要請に基づいて、ＯＳＩの必要性を検討

する。 

（イ） 理事国の３０以上の賛成を以てＯＳＩを承認する（要請受領後９６時間

以内）（第４条４６）。 

（ロ） 執行理事会における検討は、核爆発の疑いがあると指摘された事象に関

して、それぞれの理事国がＩＤＣから提供されるデータに基づいて、そ

れぞれの責任において判断した結果（条約議定書第一部１８）が基にな

る。 

（２）主要議題 

（イ） 条約違反を検証するために、締約国からの要請が妥当かどうか（ＯＳＩ

の必要性）。 

（ロ） 核爆発の疑いがある事象を核爆発であると判定するための方法が、ＯＳ

Ｉ以外にないかどうか。その方法の有効性如何。 

（ハ） 締約国からのＯＳＩ要請に、条約遵守の検証以外の目的が含まれていな

いかどうか。 

（３）ＯＳＩの不承認 

（イ） 核爆発実験の疑いがないと判断される場合、または核爆発実験の実施が

明白である（条約違反）と判断され、ＯＳＩが必要ないと認められる場

合。 

（ロ） 締約国からのＯＳＩ要請に、要請権限の濫用が認められる場合（第４条

６７）。 

 

参照２．査察作業に係る準備の中止 

 あるＯＳＩ要請に基づき、執行理事会がＯＳＩを実施しないとの判断を行っ

た場合（ＯＳＩを承認しなかった場合）は、査察作業に係る準備が中止される

とともに、それ以後に新たな事実が発見されたとしても、当該事象に対する懸

念の解明のために新たな措置はとられない。 

 

参照３．経過報告検討 

（１）査察団からの経過報告（執行理事会のＯＳＩ承認後２５日以内にＤＧを

通じて提出される）に基づいて、ＯＳＩ継続の必要性及び妥当性を検討

する。 

（イ） 査察団からの経過報告受領後７２時間以内に、出席理事国の過半数によ

り査察を継続しないことを決定する場合を除き、ＯＳＩは継続される
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（第４条４７）。 

（ロ） 執行理事会における検討にあたっては、それぞれの理事国が、査察団か

らの経過報告及びＩＭＳにおいて、懸念となっている核爆発に伴う放射

性核種（核爆発ＲＮ）が検知されているかどうかを確認するとともに、

それぞれの責任において判断した結果が基になる。 

（２）主要議題 

 査察団からの経過報告がＯＳＩの必要性がないこと、またはＯＳＩの継続が

困難であることを指摘しているかどうかを検討する。 

（イ） ＯＳＩ実施の決定以降、ＩＭＳで核爆発ＲＮが検知され、核爆発実験が

行われた根拠が整っているかどうか（ＯＳＩとの並行実施）。 

（ロ） 査察団からの経過報告に、ＯＳＩの継続を決定するために十分な根拠

（ＯＳＩ継続の必要性がないこと、またはＯＳＩの継続が困難な理由）

があるかどうか。 

（３）査察継続の不承認 

 ＩＭＳで核爆発ＲＮが検知され、条約違反が明らかになった場合、または

ＯＳＩの継続が困難な理由・根拠が明白である場合。 

 

参照４．掘削提案検討 

（１）査察団からの提案に基づいて、掘削の妥当性及び必要性を検討する。 

（イ） 出席理事国の過半数による議決により、掘削の承認を行う（提案受領後

７２時間以内）（第４条４８）。 

（ロ） 執行理事会における掘削の妥当性・必要性の検討にあたっては、それぞ

れの理事国が査察団からの掘削提案及びＩＤＣから提供されるデータ

に基づいて行い、それぞれの責任において判断した結果が基になる。 

（２）主要議題 

（イ） ＯＳＩ期間内に、核爆発ＲＮの有無に係るデータを収集するために、掘

削による試料収集が必要かどうか。 

（ロ） 爆心地点の位置（経度、緯度及び深さ）が、掘削の条件を設定するため

に十分な精度及び信頼性をもって推定されているかどうか。 

（ハ） 掘削に要する期間はどれくらいか（ＯＳＩ期間内に掘削を終了させられ

るか）。 

（３）掘削の不承認 

 査察団からの提案に記述されている掘削位置（緯度、経度及び深さ）、掘

削予定地点の地形及び地質、掘削方法及び手順、試料収集までに要する掘削

期間等を検討し、掘削を実施してもＯＳＩ期間内に試料採取の可能性がない

と判断される場合。 

 

参照５．ＯＳＩ延長提案検討 

 ＯＳＩの延長は、①掘削の実施（そのための準備期間を含む）に、より時間

を要するため、ＯＳＩを延長する場合、及び②ＯＳＩを延長して爆心地点の位
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置（経度、緯度及び深さ）を確定させた後、掘削を実施する場合が考えられる。

すなわち、「掘削→ＯＳＩ延長」の場合と「ＯＳＩ延長→掘削」の場合がある。 

（１）査察団からの要請に基づいて、査察延長の妥当性及び必要性を検討する。 

（イ） 出席理事国の過半数による議決により、ＯＳＩ延長の承認を行う（要請

受領後７２時間以内）（第４条４９）。最長７０日間の期間延長（原則は

６０日を超えない期間。延長分を合わせると最大１３０日）。 

（ロ） 執行理事会における検討にあたっては、それぞれの理事国が、査察団か

らの延長要請及びＩＤＣから提供されるデータに基づいて、それぞれの

責任において判断した結果が基になる。 

（２）主要議題 

（イ） 査察団からの提案において、爆心地点の位置（経度、緯度及び深さ）が、

掘削の条件を設定するために十分な精度及び信頼性をもって推定され

ており、ＯＳＩの延長に十分な妥当性があるかどうか。 

（ロ） ＯＳＩを延長すれば実施されている掘削が完了し、核爆発ＲＮを検出で

きるかどうか。 

（３）ＯＳＩ延長の不承認 

（イ） ＯＳＩ期間を延長して掘削を実施（継続）しても、核爆発であると判定

するための有効な試料が採取できる可能性が少ないと判断される場合。 

（ロ） 爆心地点の位置（経度、緯度及び深さ）及び延長期間が明確でない等、

ＯＳＩの延長に理由がないと判断される場合。 

 

参照６．査察作業の終了 

（１）執行理事会によるＯＳＩ終了の決定後（ＯＳＩ継続の不承認後、掘削実

施の不承認後、ＯＳＩ延長の不承認後）または期間満了後（６０日また

は１３０日）、査察団は当該査察区域から速やかに撤収する。 

（２）査察作業の終了後２４時間以内に、査察団長及び被査察締約国の代表が、

査察団による「とりあえずの結果報告」に署名する。 

（３）上記（２）の後、査察団は被査察締約国から、できる限り速やかに退去

する。 

 

参照７．査察団からの終了勧告の内容検討 

（１）ＯＳＩの継続承認後のＯＳＩ期間内に、査察団から提出される終了勧告

に基づいて、ＯＳＩの終了について検討する。 

（イ） 勧告受領後７２時間以内に、出席理事国の 2/3 以上の多数によってＯＳ

Ｉの終了を承認しないことを決定する場合を除き、ＯＳＩの期間を満了

することなくＯＳＩは終了する（第４条５０）。 

（ロ） ＯＳＩの終了は以下の場合が考えられる。 

（ａ）核爆発ＲＮを検出した場合（「条約違反」としてＯＳＩを終了） 

（ｂ）ＯＳＩを続けても核爆発ＲＮが検出される可能性が低い等、ＯＳＩ

続行の理由がない場合 
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（ｃ）被査察国がＯＳＩに非協力的であるため、査察作業が制限され、査

察計画に従った活動が実施困難であると判断される場合 

（２）主要議題 

（イ） （ａ）ＯＳＩ継続後、（ｂ）掘削実施後、または（ｃ）ＯＳＩ延長後に、

核爆発ＲＮが検知されたことによって、これが条約違反に該当するかど

うか。 

（ロ） 実施された査察作業は、ＤＧが発する査察命令に従って実施すべき事項

がすべて行われたかどうか。 

（ハ） 査察団からの終了勧告が、条約違反またはＯＳＩを続行する理由がない

ことを証明するための十分な情報があるかどうか。 

（３）ＯＳＩ終了の不承認 

（イ） 査察団からの終了勧告は情報が乏しいため、条約違反がないまたはＯＳ

Ｉの終了に理由がないと判断される場合。 

（ロ） 実施すべき査察作業が完了しておらず、核爆発であると判定するための

試料採取に必要な事項が残されているため、ＯＳＩの終了に理由がない

と判断される場合。 

（ハ） ＯＳＩの終了を承認しなかった後は、査察作業を続行することが考えら

れる（ただし、査察作業の続行にあたっては、具体的な作業実施事項を

指示する必要がある）。 

 

参照８．査察報告検討 

（１）ＤＧから提出される査察報告及び資料に基づき、条約違反の有無及びＯ

ＳＩ要請の権利濫用の有無を検討（第４条６５） 

（２）主要議題（第４条６２） 

（イ） 査察団が実施した査察作業及びその結果を検討し、核爆発事象の痕跡を

探知するための方法・手段（サーチ・ロジック）に問題はなかったかど

うか、核爆発はあったかどうか。 

（ロ） 被査察締約国からの協力状況はどうであったか（査察区域へのアクセス

が十分認められたかどうか等）。 

（３）必要な場合には、事態を是正するための適当な措置をとる。 

（イ） 条約違反の場合（第５条） 

（ａ）国際連合への注意喚起 

（ｂ）締約国会議への勧告（締約国会議の権限として、（ⅰ）条約に基づく

権利及び特権行使の停止に係る決定を行う、（ⅱ）締約国に対して集

団的措置をとるよう勧告する） 

（ロ） 費用負担、権限停止（ＯＳＩ要請の権利濫用の場合） 

（ａ）（ⅰ）技術事務局が行った準備等ＯＳＩに係る費用の支払い、（ⅱ）

一定期間の要請の権利停止、及び（ⅲ）一定期間の理事国としての任

務遂行停止の措置（第４条６７） 

（ｂ）上記（イ）の措置 



流れ図（執行理事会）8 

（４）条約違反及びＯＳＩ要請の権利濫用に係る決定にあたっては、具体的な

投票数に関する規定はないが、実質事項として、出席理事国の 2/3 以上

の多数による議決（第２条３６）と考えられる。 

 

（了） 


